
第１３表　民間における家族（扶養）手当の支給状況

扶 養 家 族 の 構 成

配 偶 者 15,815円

配 偶 者 と 子 １ 人 20,818円 (5,003円)

配 偶 者 と 子 ２ 人 25,513円 (4,695円)

注１　家族（扶養）手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所を対象とした。

   2　（ ）内の金額は、子が1人増えることにより増加する額である。

○参考

(1)　県職員の場合 （２）全国との比較

配偶者  　　　  13,500円 

配偶者と子１人　19,500円

配偶者と子２人　25,500円

注）いずれも配偶者が扶養家族である場合。なお、教育加算
　（16歳～22歳の子1人につき5,000円加算）は含まれていない。
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